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事故発生 

発見職員 

（監視員） 

所轄消防署 

（傷病者、水難事故、火災等） 

所轄警察署 

（傷害事件、盗難、不法侵入等） 

応援職員 

（待機） 

責任者 

副責任者 

 

スポーツ課 

長野市保健所 

（プールの水質異常時等） 

各業者 

（施設内破損・修理時等） 
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異物を発見（その疑いがある） 

 

利用者への周知及び他のプールへ案内 

監視員の勤務体制変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プール営業再開 

 

プール水排水 

清掃作業実施 

＊清掃終了後給水、必要に応じて再検査

依頼 

 

 

プール営業再開 

 

 

 

 

 

 

現場確認 

 

 

各関係機関へ報告 

・所轄警察署 

→  事件報告（状況により判断） 

・長野市保健所 生活衛生課 

→  事故報告 

＊異常なし確認後、営業再開報告 

・長野市保健所 衛生検査課 

→  水質検査依頼 

プール水採水 検査実施 

人の健康に関する環境基準 26 項目 

遊泳用プールの衛生基準 7 項目 

＊検査結果判明まで 4～5日 

 

【検査結果】 

異常なし 

 

異常あり 

 

 

 

 

【再検査結果】 

異常なし 

 

 

【一時休場の場合】 

事前使用許可団体に説明（園外保育等） 

他のプールへ案内 

薬品等異物発見 
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